
広島県情報公開・個人情報保護審査会 諮問（情）第５６号 

 

第１ 審査会の結論 

 広島県知事（以下「実施機関」という。）が，本件異議申立ての対象となった行

政文書開示決定について，開示請求の対象となる行政文書として「平成１５年４月

２８日付け『砂防設備の占用同意について（伺い）』」及び「平成１５年３月１８日

付け『砂防設備の占用同意期間の更新について（伺い）』」（以下「本件開示文書」

という。）を特定した上で開示したことは，妥当である。 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

 １ 開示の請求 

 異議申立人は，平成１５年８月１１日，広島県情報公開条例（平成１３年広島

県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，「砂

防指定地内河川である『郷川』に架かる橋に関する砂防設備占有許可申請書（更

新を含む）及び許可する旨の指令書」（対象範囲は，吉名簡易水道観音谷浄水場

から下流方面（河口まで）のすべての橋とし，対象期間は開示請求日を含む占有

期間に限定する。）の開示を請求（以下「本件請求」という。）した。 

 

 ２ 請求に対する決定 

 実施機関は，本件請求に対し，本件開示文書を本件請求の対象となる行政文書

（以下「本件対象文書」という。）として特定の上，行政文書開示決定（以下「本

件処分」という。）を行い，平成１５年８月２５日付けで異議申立人に通知した。 

 

 ３ 異議申立て 

 異議申立人は，本件処分を不服として，平成１５年９月２２日，行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，実施機関に対し異議申立

てを行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

 本件処分について，本件開示文書以外に本件対象文書が存在するとして，その

開示を求めるというものである。 

 

２ 異議申立ての理由 

 異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は，お

おむね次のとおりである。 

 本件請求は，郷川に架かる橋のうち，吉名簡易水道観音谷浄水場から下流方面

で占用許可を受けているすべての橋を開示請求の対象としている。 

しかし，実際に開示されたのは３本の橋に係る占用許可のみであり，異議申立

人が確認した本数である２８本と著しい差がある。 

実施機関は，郷川に架かる橋のうち３本のみしか開示しないことで，その他の
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橋の申請書を故意に開示しなかったものである。 

開示されなかった橋の大部分は不法に占用されている橋ということになるが，

実施機関が法令を遵守しない砂防行政を漫然と放置していたとは考えられない

ことから，占用許可に関する文書を隠匿しているものと認められる。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

 実施機関が理由説明書及び口頭による意見陳述で説明している内容を総合す

ると，本件対象文書として本件開示文書を特定して開示した理由などについては，

おおむね次のとおりである。 

 開示請求に記載の請求内容のとおり砂防設備の占用許可申請書及び指令書を

検索し，開示したものである。 

都合の悪い文書を開示していないためではなく，開示請求の内容どおり開示請

求日を含む占用期間中に占用許可されているものを開示した結果，３本の橋につ

いての占用許可文書の開示となったものである。 

他の橋については，開示請求日を含む占用期間中に占用許可されていないもの

であり，砂防地域の指定以前に設置されたものなどである。 

砂防指定地に橋を建設する場合，広島県砂防指定地管理条例（平成１４年広島

県条例第４７号。以下「管理条例」という。）の規定により，砂防指定地内制限

行為許可（以下「制限行為許可」という。）及び砂防設備占用許可（以下「占用

許可」という。）に係る申請が必要である。 

郷川については，必要な制限行為許可を受けずに橋を設置した事例は存在しな

いと認識している。 

また，制限行為許可と占用許可は一体として扱っており，制限行為許可が不要

なものは，占用許可も不要であると判断している。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 砂防指定地及び砂防設備の管理について 

砂防指定地とは，砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条により，「砂防設

備を要する土地又はこの法律により治水上砂防のため一定の行為を禁止若しく

は制限すべき土地」として国土交通大臣が指定したものであり，砂防設備とは，

同法第１条に，砂防指定地において治水砂防のため施設するものと規定されてい

る。 

そして，砂防指定地及び砂防設備の管理について，実施機関は，砂防法第４条

第１項及び第５条の規定に基づき管理条例を制定し，必要な規制等を行うことと

している。 

管理条例第３条において，砂防指定地内において，砂防設備以外の施設又は工

作物の設置をしようとする者は知事の許可が必要とされており，これが制限行為

許可である。制限行為許可については，同条第２項により，砂防指定地に指定さ

れる前に設置された施設又は工作物については，許可が不要とされている。 

また，管理条例第４条において，砂防設備を占用しようとする者は，知事の許

可が必要とされており，これが占用許可である。 
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なお，管理条例制定前は，広島県砂防指定地管理規則（昭和４６年広島県規則

第３号。以下「管理規則」という。）において，制限行為許可及び占用許可につ

いて規定されていた。 

管理規則施行以後に砂防指定地に橋りょうを設置しようとした場合，原則，建

設するために制限行為許可を受ける必要があり，設置した場合には通常砂防設備

を占用することになるため，占用許可も必要となる。 

 

２ 本件対象文書の特定について 

本件対象文書は，砂防指定地内河川「郷川」の吉名簡易水道観音谷浄水場から

河口までに架かっている橋りょうのうち，開示請求日を占用期間に含んでいるも

のに係る占用許可申請書及び許可指令書である。 

実施機関は，本件請求の内容どおり開示請求日を含む占用期間中に占用許可さ

れているものを検索した結果，本件対象文書として本件開示文書を特定し，本件

処分を行ったと説明している。 

これに対して異議申立人は，郷川には２８本の橋りょうが設置されており，本

件開示文書は３本の橋りょうに係る文書でしかないため，ほかに文書が存在して

いると主張している。 

まず，審査会で確認したところ，本件請求の開示請求日において，本件開示文

書の対象となった３本の橋りょう以外に，占用許可の申請がされていた橋りょう

が１本存在していたが，この橋りょうは更新の手続が取られていなかったため，

開示請求日時点では既に占用許可期間を終了しており，本件請求の対象とはなら

ないものであった。 

次に，これら４本の橋りょう以外の橋について，占用許可申請書が存在しない

ことについて検討する。 

仮に，異議申立人の主張どおり郷川には２８本の橋りょうが架かっているとす

ると，占用許可を受けている橋りょうはごく一部で，大部分の橋りょうは占用許

可を受けていないこととなる。 

このことについて，実施機関の意見陳述によれば，制限行為許可と占用許可は

一体のものであり，制限行為許可が不要な橋りょうについては，占用許可も不要

として取り扱っているとのことである。 

そして，実施機関は，郷川には，必要な制限行為許可を受けずに設置している

橋りょうは存在しないとし，制限行為許可を受けていない橋りょうは，管理規則

施行前に設置されていたものであると説明している。 

つまり，本件開示文書の３本及び開示請求日時点で占用許可期間が終了してい

た１本の橋りょう以外の橋りょうについては，管理規則施行前に設置されたもの

であるから，実施機関は制限行為許可及び占用許可が不要な物件として取り扱っ

ており，この結果，占用許可に係る申請書等は存在しないということである。 

実施機関がこのように取り扱っているのであれば，その運用の砂防行政上の妥

当性はともかくとして，占用許可が必要ないとされている橋りょうについて，占

用許可の申請書等が存在しないとする実施機関の説明を不自然であるとまでは

判断できない。 
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３ 結論 

よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 

年 月 日 処 理 内 容 

１５．１０．２４ ・諮問を受けた。 

１５．１１． ５ ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

１５．１２．２６ ・実施機関から理由説明書を収受した。 

１６． １． ９ 
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

１６． ２．２３ ・異議申立人から意見書を収受した。 

１６． ２．２７ ・実施機関に意見書の写しを送付した。 

１９． ５．２５ 

(平成 19 年度第 2回第１部会) 
・諮問の審議を行った。 

１９． ６．２６ 

(平成 19 年度第 3回第１部会) 

・実施機関の職員から本件処分に対する意見を聴

取した。 

・諮問の審議を行った。 

１９． ７．２４ 

(平成 19 年度第 4回第１部会) 
・諮問の審議を行った。 

１９． ９．２８ 

(平成 19 年度第 5回第１部会) 
・諮問の審議を行った。 
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